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【資料１－１】 

 

 

 

 

 

各サービス共通留意事項等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         - 2 -（各サービス共通） 

 

届出に係る留意事項等について 

 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス

事業及び児童福祉法による障害児通所支援事業を和歌山市において実施する場合は、事業

所として和歌山市の指定を受ける必要があります。 

また、事業所として指定を受けるに当たっては、人員基準とともに設備に関する基準が定

められている他に、事業所の建物に関して、建築基準法、都市計画法、消防法その他の関係

法令に適合している必要があります。 

つきましては、新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増設等を行う際は、関係部局と

連絡を取っていただき、関連法令への適合確認や必要となった手続き等の完了を申請日ま

でに必ず行ってください。 

 

【主な関係部局】 

都市計画法について・・・都市計画課 

建築基準法について・・・建築指導課 

消防法について・・・・・事業所所在地を管轄する消防署 

 

※ 事業所の建物が上記法令に適合していることが確認できる書類の提出を求める場合

があります。 

 

 

 

改正障害者総合支援法等により創設された「障害福祉サービス等情報公表制度」に基づき、

平成３０年９月末より、独立行政法人福祉医療機構が運営する「ＷＡＭＮＥＴ」上において、

「障害福祉サービス等情報検索サイト」を公表しています。 

本サイトは、利用者が個々のニーズに応じて、良質なサービスの選択に資するよう、全国

の指定障害福祉サービス等事業所の所在地をはじめ、サービス内容、利用料、従事者数など

の運営内容を公表していますが、現時点で和歌山市の全ての事業所情報について未だ公表

されていない状況です。 

未申請、本市からの差戻し等により承認を受けていない事業所につきましては、引き続き

事業所情報の公表にご協力をお願いします。 

なお、事業所情報に変更がない場合でも、毎年度、更新していただく必要があります。 

 

１．新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増設等に関する留意事項 

２．情報公表制度について 



 

         - 3 -（各サービス共通） 

 

 

 

障害者支援課からの連絡を受けるためのメールアドレス等の連絡先について、新規に事

業所の指定を受けた場合や、連絡先に変更があった場合は、速やかに届出てください。 

【提出書類】 

・指定障害福祉サービス事業者電子メールアドレス等登録（変更）届出書（参考様式１７） 

・指定障害児通所支援事業者電子メールアドレス等登録（変更）届出書（参考様式１３） 

 

 

 

 

障害者の重度化・高齢化や、医療的ケアを必要とする児童や障害者、精神障害者の増加に

伴い、障害福祉サービス等の利用者が多様化している中で、個々のニーズに応じたサービス

の提供体制を整備する必要があります。 

このようなニーズに対応していくためにも、関連する専門的な研修を受講していただく

など、人材の養成に努めていただきますようお願いいたします。 

  

 【関連する研修の例】 

・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修） 

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

・精神障害者の障害特性と支援技法を学ぶ研修 

・精神障害者の地域移行関係職員に対する研修    など 

 

 

 

 

 令和３年度福祉・介護職員処遇改善加算（以下「処遇改善加算」という。）及び福祉・介

護職員等特定処遇改善加算（以下「特定加算」という。）並びに福祉・介護職員処遇改善特

別加算（以下「特別加算」という。）の届出について、厚労省から通知がありましたので、

受付を開始しております。 

この通知により、処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算の届出様式が一つとなって

います。様式及び届出方法、届出の期限など、くわしくは和歌山市ホームページ「令和３年

度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について」（ペ

ージ番号 1033656）をご確認ください。 

 

３．メールアドレス等の連絡先の登録・変更について 

 

４．専門性を有する人材の養成について 

５．福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について 
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 行政サービスの効率的・効果的な提供を行うという観点から、令和３年４月１日以降、障

害者支援課に提出する書類等への法人印等の押印は原則不要とします。ただし、請求書につ

いては引き続き押印が必要です。 

＜押印が不要となる書類の例＞ 

事業所指定関係書類（申請書、変更届等）、受給者証の事業者確認印 など 

また、サービス提供実績記録票の「利用者確認印」欄が「利用者確認欄」に変更されますが、

サービス提供の確認については、引き続き利用者から押印又は署名により確認を受ける必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．申請書類等への押印の廃止について 
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和歌山市における障害者虐待の状況について 

まず、障害者虐待とは 

障害者虐待防止法では、障害者虐待を次の 3つに分けています。 

① 養護者による障害者虐待 

障害者を現に養護する者（家族、親族、同居人等）による虐待 

② 障害者福祉施設従事者等による虐待 

障害者福祉施設や、障害福祉サービス事業所の職員等による虐待 

③ 使用者による虐待 

障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者による虐待 

 

障害者虐待の分類 障害者虐待は、次の 5つの種類に分けられます。 

① 身体的虐待 ②性的虐待 ③心理的虐待 ④放置・放任（ネグレクト）⑤経済的虐待 

 

和歌山市における相談・通報・届出受理件数    ※（ ）内は虐待と認定した件数 

 養護者による 施設による 使用者による 

平成 30年度 ３５件（７） １０件（２） ２件（０） 

令和元年度 １５件（５） ３件（１） ０件（０） 

令和２年度(R3.3.25時点) ２４件（８） １２件（２） ０件（０） 

 

令和２年度養護者による虐待の分類件数（重複有） ※（ ）内は虐待と認定した件数 

身体的 性的 心理的 ネグレクト 経済的 

１６件（６） １件（０） ３件（２） １件（０） ４件（１） 

 

令和２年度養護者による虐待の通報・届出者 

警察 事業所 計画 

相談 

委託 親族 知人 病院 他課 本人 

６件 ７件 ３件 ３件 ０件 ０件 ２件 ２件 １件 
 


